
（別紙１） 

 

事業者向け省エネ対策推進事業補助金について 

 

 １ 補助金の概要 

   省エネ意識の向上を図り、自主的な省エネルギー活動を支援するため、県内の中小

企業等を対象に省エネ設備の更新等に係る補助を行う。 

 （１）補助対象者 

県内の中小企業等である事業者のうち、省エネ設備の更新等を行う建物及び設備

を所有している者（個人事業主を含む）。 

 （２）補助対象経費 

    国又は県が派遣（若しくは斡旋）する「省エネアドバイザー」の診断を受け、そ

の助言に基づいて行う次の省エネ設備の更新等にかかる費用。 

   ・ 高効率照明 

   ・ 空調設備 

   ・ 電気冷蔵庫、電気冷凍庫 

   ・ BEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム） 

 （３）補助率等 

    補助率 １/３以内 

    補助額の上限 ８０万円 

   ※ 補助対象施設が地球温暖化対策推進法に定める地方公共団体実行計画（区域施

策編）策定市町村に立地する場合、補助率１/２以内、補助額の上限１００万円以

内） 

 （４）募集期間（予定） 

    令和４年５月上旬から令和４年７月２９日（金） 

    

 ２ 補助実績 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

１９件 ２３件 ３４件 ４５件 ６０件（予定） 

 

 ３ 参考 

   本補助金の詳細については、次の資料を参考にすること。 

ただし、いずれも令和３年度時点のものである。 

 （１）福島県事業者向け省エネ対策推進事業補助金交付要綱 

（２）福島県事業者向け省エネ対策推進事業補助金実施要領 


